
こう言うしかけ

@交通事故人身被害者の追い込み方、実況見分調書捏編、根幹は平成 1

年警察庁から損保、共済への通知内容がこうなつている

1、 交通事故人身被害者の賠償を踏み倒す為に仕組まれている「警察、法

曹三者手による、賠償踏み倒 しの手回の実例を持つた解説です」

(1)警察庁は平成 10年、各損保、共済宛に全国の都道府県警察を通じ、

「交通事故の程度と被害者の被害状況、主治医の診断内容とに整合性が取

れて居るか、他を調査 し、不審点を見出したなら警察に通報せよ」と、別

紙富士火災で撮影して来た通達を出しています「この通達は、事故事実を

小さくして怪我も軽微だと言つて、被害者を合法恐喝し通す為の布石でし

た。恐喝に法的効力を持たせたのです。被害者の多くがこの手口で脅され、

怪我を無くされ、賠償を踏み倒されたでしょう」

(2)私は、平成 17年 9月 12日 に、別紙 (加害者を罰金 40万円の刑

に処させた処分通知書)にある物損、人身交通事故被害を受けたのですが、

民事では事故後四ヶ月で加害者側から債務不存在確認訴訟を言い掛かりで

起こされました。

(3)この交通事故では、加害者と警察が「私に隠れて加害者と警察官で

虚偽の事故状況調書を作成し、私に隠れて不起訴処理とし、私を弁護士、

アメリカンホーム担当で"事故は軽微だ、怪我はしていないんだ"と事務

所に呼び出して恐喝に入られました、警察庁通達の踏襲でです」

この脅しにより、事故事実が虚偽の軽い事故にされていると知つた私の

追求を受けて、「本L幌区検は、実況見分を複数回警察にやり直させたのです」

この結果、別紙のように、警察捜査段階で都合五通りの実況見分調書が出

来上がりました。

(4)私が再捜査を検察に行わせて、不起訴転 じて罰金40万円の刑が確

定しましたが、アメリカンホーム顧間弁護士、裁判官による、言い掛かり

(橋本修裁判官も、この訴訟は言い掛かりで起こされたと認めている)訴
訟の結果"後遺症認定不可通知、日本興亜損保岩本弁護士よりの文書記載

通り"に、本人尋間答え (加害者の)も入れて 6通 りの事故状況から、裁

判官が一つを選んで、事故は軽微だ、後遺症も無かつたのである、と判決

を下し、弁護士、自賠責事業でも、この司法診断が絶対だから、後遺症は



存在せずだ、と回答を出したのです。

(5)これが交通事故人身受傷患者相手の「事故を実際より軽く実況見分

調書を偽造 し、不起訴処理し、この刑事調書を損保、弁護士、裁判官に提

供し、賠償を踏み倒す、定番の手口の実例、しくじりも込みの実例です」

(6)この交通事故では「賠償の定番踏み倒 しを果たすべく、これも定番

となつている、被害者を刑事犯罪者に仕立て上げるべくの弁護士主導犯罪

攻撃、冤罪を被せる攻撃も仕掛けられています"訴訟資料をネットに掲載

した、名誉毀損の罪だとして、中央、厚別警察署に刑事告訴されました (男1

紙弁護士書面記載)当然書類送検も無しで終わりましたよ"冤罪そのもの

ですから」

(7)私は、この後遺症認定不可通知日の半年後に追突されて人身被害者

にされて、平成 22年に後遺症 14級が認定されました、前回の「後遺症

は一切存在せず判決が有つたので、前の事故の怪我は全て消えていたので

何の言い掛かりも無しでした」

(8)別紙新聞記事をご覧下さい「この実況見分調書等をでたらめに作つ

て不起訴処理の手口は、被害者が不服申し立てを、正しい事実を持つて不

起訴不当と訴えれば覆せるんですよ、理不尽な、虚偽の事故状況を持つた

不起訴案件は」



平成 2θ 年 3 月 2'日

_山 本 __弘明 様

日 本 興 車 損 害 保 険 株

代理人

拝啓 平素は弊社業務につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび自賠責保険へのご請求をいただきましたが、慎重に調査いたしました結

果、本件は下記理由によりご請求に応じかねることになりましたことをご連絡申し上げま

す。

なお、ご不明の点がございましたら、お手数ですが担当者までご照会下さいますようお

願い申し上げます.

また、結果に対してご異議ある場合は、書面 (「昌議申立書」)をもって異議申立のお手

続をお取りいただくこともできますので、モの際には担当者までご連絡下さい。

敬具

理  由

別瓶の通 りです。

記

T'd

自賠費証明書番号

事   故   日

受 傷  者 名

AA23031418

平成 17年  9月 12日

山本 弘明 様
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く結 論 >

前回回答のとお り、 自賠責保険の後遺障害には譲当 しないものと判断 します。

く理  由>
異議 申立においては、種々の申立が認められますが、本件交通事故の損害賠償関係 につ

いては、当事者間訴訟において判決が確定 していることが認められます。当讀訴訟におい

ては、後遺障害による損害についても争点となり、裁lll所 の判断として F客観的に認めら

れる本件事故による受傷の機転、衝突の程度等に照らせば、本件事故によう痛みが、1年間

も継続 し、後遺障害として残存する程度のものとは考えられず、本件事故による後遺障害

の存在を認めるに足りないJと判示されております.

上記のとお り、民事紛争の終局的な解決手段である訴訟の場において、「後遣障害の存在

を出めるに足 りない」 との判断が示されている以上、保有者の損害賠償責任を担保する自

賠責保険において.後遣障害による損害について等級評価を行 うことはできないものと判

断します。

したがって、上記結論のとお りと判断します。

以上

事件は自賠責保障(共済)害蓋金の審議に基づき回害するものです。
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平成 22年 11月 21日
細川犀生労働大臣殿 ′          コ   `
目事課、保障局保隣課、Ini保課

都道府県国保部Pl、 各市役所保険年晏課

合的医療機関
小津博司札幌高槙檎事正

FAX011-222-7357
損保犯罪被害者の金

http://WWW,y,moto,日 et

札幌市東E伏古 2条 4丁 目 8ニ
山 本 弘 明

TEL 011-784-4046
FAX 011-0784-5504

@交通.事故人身祖害者を当たりや磋賠償金詐欺犯罪者に祭り上げる犯罪制度は、

警察庁もぐるでです、この損保への勧告書が証拠の大きな物です

一、交通事故人身受傷被害者の怪畿の治療、診断を"司法犯罪診断制度のみ通

させて、カルテから交通事故受傷を樺殺させる、賠償を聟:け る権利1証明書、医

療情報偽造を持つて"浮かせた賠償金は、損保、共済、弁護士、天下り役人、

司法関係者、善黎官が奪い取る仕組み|よ 、警察庁も損保に、賠償踏み倒し常に

達成用犯罪実行許可を公式に与えて成立させています"

二、則経 |ま私が"先 日、富士火災にJ、 身備害特約処理問題で出向いて、撮影 し

て来た、平成 10年 4月 1日 、警察庁から都道府県警察本部"損保、共済各社 .

支店に出された通達文書、勧告書です"

交通事故人身受傷患者を当たりや、事故被害常習犯罪者、賠償金詐欺実行犯

と先ず定めて、横保、共済に被害者の事故被害状況、治療実態と生活状況が合

致 しているか否か捜査する様に、給料取得、納税実態を機費 しろと、法を置躙

して許可を公式に与えた通達、ぢE葬塞将認可状です。

損保、共済に、加害側の組織には、かかる根査権限は有 りま廿んが、この警

察庁直々の犯罪機蓋認可通達が存在するので、損保、共済は被審者入院、通院

先交通事故治療医療機関から自由にカルテ、診断書、レセプ ト書拉き放題出来

たのです じ、治療実態と生活状況が含致 しない、治療履腱が選法なので書き換

えろ、とも出来た訳ですね .

札幌市が被害者の納税証明書も、違法と知つた上で損保、共済、弁識士に塞

れ疵 し提供 している理由も、この通達記載、納税実態捜査1種限を受 |サてですね。
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く勧告書>

交通事故等に絡む補償問題に轟力国、示議や、各種ゴロ、1以 JF同和、右翼を標

構する1書等の非弁護士による法律事務取 り扱い事実が後を立ちません。

警郵は今後もこlれ らの事実に関連する恐喝、脅違、詐欺、その他暴力行為等

あらゆる法令違反を厳 しく取り締まつて参 りますので、その交渉に当たつては ,

1、 El体等の威嚇力を背景とする威圧的な行動はないか

2、 言動に粗野、粗轟、強要に渡つていないか

3、 示談交渉の当事者能力や資格に問題 iま ないか

4、 SII撤の状況や内容に当たりや、檀害常習者の疑いはないか

5、 ス、院、通院時の生活状況が事故の状況並びに医師の診断内容と整合 してい

るか

ら、体業補償の基礎となる収入を'適正に表示 し納税 しているか、等を調査 し、

不審点L矛盾点が認められる場合、次へ通報するようここに勧告致 します

通報先 北海道警察本部椰l事部暴力団対策課第一課

通報専用電話 (011)222局 8930番
平成 10年 4月 1日

北海道警察本部神1事部長

富士火災海上保険株式会社殿

三、この警察庁から各損 ll■ 、共済に発せられた交通事故人身被害者を犯罪者、

賠償金狙いの悪人と虚構の設定を行い、損保、共済職員に、医師法、健康保lt

法、脚1法違反実行許可を.捜査権限を実質与えた通達が大きな錦の御嵐となつ

て、医療情報偽遺、横血し、恐喝使用達成、納税証明自由強奪、犯罪利用、偲

庸保険1也公金詐欺が自由に通せたの・暉しよう。

同書:10月 にlよ 、行政監察局が/AL的 医療機関に、交通事故治療麗歴を損保、

共済に横流しせよ、と韓旋を掛 lナて通していますじね。

四、私連はこの警察庁通達、犯罪認可1大記載通りの損保、共済、弁護士、警察、

検察、裁411官 からの、主治日、保険者による犯罪薇害を蒙り続けていますもし

かし私達だけでも法律者連守させるべく、法の元動き続けています。

十和 lヨ労働基準監督署扱い、通勤交通事故聾害労災綸付問題で、被害者を読

得 L、 近日中に日本興亜損保の人身偶害特約適用を実現させられる所まで素ま

した、労災からも求償させる事にしております、警黎、司法、保険着、役人に

2
IP・ 」
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は不都合極まる告法化実現の動きでしょうね“

五、私1の 交通事故豊偏に絡む被害補償問題で"賠償が現行の賠償りE罪諦法では

果たす事が困難な部分の、後遺症診断書作成日時以後の交通事故様書補償を、

人身傷害損保、富士火災が、主治医の診断通り合法処理すると公式に動いて下

さると約束を取つてあります"

主治匡が未だ交通事故受傷の治療1墜儡と静断している場1上 、治療と中で強引

な示談締結で処理完結は不可能と認めて、四月以後の休業損害などの処理を暴

たすべく動いて下きるのです。

S・ d ιルメllと■LiUH〔 ■T1    9=:日 T  6コ ーコT…日T`
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壼 次   長 課  長 係  彙 I 任
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』 ① ⑮

札幌方面厚別警察署長

司法警察員

警 視  渡 遅 威 人

平成 17年 12月 28日

体・ 集ヽキ③

甲
第
鵜
号
証

殿

ホL幌方面厚別警察署

司法警察員

巡査部長

業務上過失傷害被疑事件捜査報告書

(被害者からの現場見取図の受理について)

‐―
ノ
」
マ
ー
ー
ー
‥
―
―
―
―
―
―
―
　
・

平成 17年 9月 12日 午前 11時 45分 ころ、札幌市厚別区上野幌 r桑ご丁 目襲諄 番

先路上 において発生 した被疑者山田輔 子 に係 る見出 しの件 につき下記の とお り報告す

る。

配

1 受理 日時

平成 17年 12月 28日
2 受理場所

札幌方面厚 Jlj警察署交通第二課 1号室

3 提 出者

被害者   山本 弘明

4 受理物件

被害者が作成 した現場見取図  1葉
5 受理時 の経過

前記 日時場所 において、被害者山本が来署 した際、同人か ら

「 事故直後に被疑者山田か ら聞いた話の中で、事故前 に山田が車 を止めた地点

は、今城 さん家の前付近だ った との ことで したか ら、その聞いた地点 も合め .

当時の状況を図面 に書いて きたので提 出 します。J

との申 し立てがあ り、同人が見取図 1葉 を提 出 したのでこれ を受理 した。

6 その他

本報告書末尾に前記受理物件 を添付 した。
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様式第 8号の 2

書

平成 18年 11月 27日

明山

札幌区検察庁

検察官副検事

担当者

電 話

内 線

西  川

増  川

261-9349

3541

俊

健

山田   に対する業務上過失傷害事件 (事件番号 2-中 は,平成 1

8年 7月 20日 ,本L幌簡易裁判所において, 40万円の罰金に処する略式命令

があり,確定したので通知 します。

τ・d ιル〆山X■1lUH(■ T)   =サ :81  62-己 T―口Tr
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ヨこ 成 1 8 年 8 月 2 日

キL幌 市 東 匡 伏 古 2条 41¨ 目18番 14号 ぃ
山 本 弘 明 殿

副

本

キL幌 市 中 央 区 市 1条 西

プ レ ジ デ ン ト 松 井 ビ ル
・

弁 護 」ョ  成   田   教

ご 適 知

71増

丁

０

５
　
１
　
子

目

0 …

拝 啓  時 下 ま ・ナ ま す ご ・7F祥 の こ と と 存 じ 上 げ

ま す 。

こ の 度 ,.山 IJ● ● ● 氏 の ご 依 頼 に よ り ,代
理 人 と し て ご iin知 申 し 上 げ ま す .

帯 段 は ,平 成 18年 7月 18口 ,貴 殿 の 主

催 す る イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 掲 示 板 に て ,ネL幌
地 方 裁 判 所 に 係 属 中 の 訴 訟 (平 成 18年 (フ )

第 748号 )に つ い て の 同 日 付 の 貴 殿 作 成 蹄

備 轡 面 を 掲 載 さ れ ま し た ,こ の 中 で 貴 殿 は ,

山 田 氏 の 実 名 を 挙 げ ,山 田 氏 が 札 幌 簡 易 裁 判l

F~rrに 業 務 ⊥ 過 失 致 傷 罪 で 起 瞬 さ れ た 旨 を 述 ペ

て い ま す .

イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 掲 示 板 と い う 誰 に で も

閲 覧 可 能 な 場 で ,刑 事 起 断 を 受 け た 事 実 を 公

開 さ れ た こ と に よ り ,山 口 氏 は 著 し く iL会 的

名 誉 を 傷 ら け ら 11′ ,デ彙 い 精 lrF的 苦 痛 を 受 |,・ て

お り ま す 。 か か る 貴 殿 の 行 為 は ,J「J法 上 名 誉

毀 損 罪 に 腋 当 し う る 行 為 で す 。 世 殿 は ,FJl年
7月 23日 に ,今 後 も 山 田 氏 の 刑 事 処 分 の 結

T`d 出ル〆山と■trt」 H(中T) 日レ:6T  6コー2T―日T`



果 を 公 表 す る 旨 の 内 容 を 上 記 掲 示 桜 に 掲 載 さ
れ て ぃ ま す が ,当 族 行 為 を 政 行 し た 場 合 に |■ ,

さ ら に 名 誉 毀 損 罪 と い う 犯 ,行 を 重 ね る 二、と に
な り ま す 。 山 田 氏 に 対 づ・ る こ の よ,う な 行 為 は
直 ち に 一 切 辞 め る よ う ,本 書 面 を も っ て 通 知
い た し ま す .当 方 で lt,現 在 刑 事 告 訴 も 含 め
た 法 的 手 続 を 検 討 中 で す の で ・ ご 承 知 お き く
だ き い` 。
‐

な お 、 今 後 本 件 に 関 す る ご 連 絡 は 、 当 職 宛
に お 願 い い た し ま す 。

敬 具

本 書 面 を 貴 殿 に 邸 送 致 し ま す が ,こ れ ま で
の 経 緯 か ら 見 て ,貴 殿 が 受 領 拒 否 さ れ る こ と
が 考 え ら れ ま す の で ,

「
AXに よ る 雌 1言 も 致

し ま す 。

2・ d ιル〆山と中に「UH(中 T) ●レ:6T  6=-2T― 口Tご
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